
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村 山 市
む ら や ま し

生 活
せ い か つ

自 立
じ り つ

支 援
し え ん

セ ン タ ー
せ ん た ー

 

生活に 

困っている 

仕事が 

見つからない 

家賃を 

払えない 

働きたくても働けない、 

家賃を払えない、など、 

まずはお困り事を 

お聞かせください。 

生活自立支援センターの 

相談窓口が一緒に考え解決

へのお手伝いをします。 

 

将来が 

不安 

家族の 

ことで 

悩んでいる 

病気で 

働けない 

無料相談 

（村山市福祉センター：村山市社会福祉協議会） 

●電話番号 ０２３７（５３）３７８７ 

 受付時間 月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分（祝日・年末年始を除く） 

     



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家賃相当額を支給します。 

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に

は、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家

賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、

就職に向けた支援を行います。 

住居確保給付金の支給 ※1 

仕事や生活に困っていらっしゃる方、まずはご相談ください。 

村山市生活自立支援センター相談窓口では、一人ひとりの状況に合わせた支援プ

ランを作成し、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。 

主な支援メニュー 

村山市生活自立支援セ

ンターに配置されてい

る支援員が応対します。 

あなたの生活の困りご

とや不安を支援員にお

話しください。生活の

状況と課題を整理し

「自立」に向けて支援

を行います。 

支援員はあなたの意思

を尊重しながら、自立

に向けた目標や支援内

容を一緒に考え、支援

プランを一緒に作りま

す。 

完成した支援プランは

関係者の話し合い（支

援調整会議）により正

式に決定され、その支

援プランに基づいて各

種サービスが提供され

ます。 

各種サービスの提供がゴ

ールではありません。あな

たの状態や支援の提供状

況を支援員が定期的に確

認し、支援プランどおりに

いかない場合は支援プラ

ンを再検討します。 

あなたの困り事が解決

されると支援は終了し

ますが、安定した生活

を維持できているか、

一定期間、支援員によ

るフォローアップがな

されます。 

2 1 3 4 5 6 
まずは     

支援センターへ
お電話を！ 

困りごとを 
お聞きします。 

あなただけの 
支援プランを。 

支援決定・ 
サービス提供。 

定期的な 
モニタリング。 

真に安定した 
生活へ。 

＜相談から支援までの流れ（相談無料・秘密厳守）＞ 

※１「住宅確保給付金の支給」は、一定の資産収入に関する条件を満たしている方が対象です。 

あなただけの支援プランを作ります。 

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、村山市自立支援セ

ンター相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、ど

のような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プ

ランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 

自立相談支援事業 

・ハローワークと連携した就労相談   ・社会福祉協議会での生活資金相談 

・各種相談機関への紹介など      ・フードバンクの提供 
その他の支援メニュー 

相談日：月曜日～金曜日まで  

（祝日及び年末年始は除きます） 

窓  口：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

電 話：０２３７（５３）３７８７ 

 

村山市生活自立支援センター 【社会福祉協議会内】 


